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企業情報と労働者の義務
―競争秩序維持法の視点を中心に

本稿は，独占禁止法・競争法，不正競争防止法などの競争秩序を維持する法の視点から，
労働者に対する競業避止義務や秘密保持義務に焦点を当てながら，企業が配慮すべき情
報，情報に対する配慮に向けた法的枠組みの現状と課題について検討する。現在，退職者
などによるノウハウや顧客情報などの漏洩・流出が増えており，これらに対する防止や法
的救済のあり方が注目されている。業務上の秘密を漏洩しないことを負わされる拘束や，
競合他社に在職・転職しない，または，自ら競争関係に立つような起業を行わない旨の拘
束を課すなど，企業と労働者との間で締結される合意による取り組みのほか，不正競争防
止法などの改正や立法による法的保護の拡大が注目されている。しかしながら，広範かつ
過度な義務を労働者に課し，義務違反に対するサンクションが厳しすぎると，労働者の転
職の自由を侵害し，製品役務市場における競争関係やイノベーションに負の影響を与えか
ねない。また，公益性の高い情報についてまでコントロールが及ぶと，リニエンシー制度
や公益通報者制度の利用萎縮に繫がり，被害者救済や競争秩序などの公益性に支障をもた
らしかねない。本稿は，米国における競業避止義務禁止規則をめぐる議論と動向から示唆
を得つつ，わが国における企業情報保護に対する法的枠組みを横断的に概観し，労働者に
対する過度の拘束や管理体制の不備から生じる弊害について検討する。
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Ⅰ　はじめに―本稿の課題

　企業が保有する情報の管理体制や流出防止対策
に対する関心は，高まるところを知らない。顧客
名簿などの営業秘密やノウハウなどの技術情報
は，従業員のスキルや知識を通じて生み出される
ため，人的資本の移動によっても流出するリスク
がある。個々の企業が，労働者との間で，業務上

の秘密を漏洩しない旨の義務を課したり，競合他
社に転職しない，または，自ら起業しない旨の制
限を課したりすることで，無形資産を保護しよう
と努めている。ただ，広範かつ過度な義務を課し
たり，不正競争防止法などのサンクションが厳し
すぎたりすると，労働者の転職の自由を侵害する
だけではなく，流動性の低下から製品市場競争や
イノベーションに対して負の影響をもたらし，競
争法との緊張関係を生む可能性がある。このよう
な懸念は，競業避止義務を禁止する立法が海外で
提案されている事実から窺い知ることができる。
本稿は，企業が配慮すべき情報，情報に対する配
慮に向けた法的枠組みの現状と課題について検討
する。具体的には，米国での競業避止義務禁止規
則をめぐる最新動向を紹介し，わが国における競
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争法（独占禁止法）や不正競争防止法などの競争
秩序を維持する法律を主軸に据えながら，企業情
報保護に対する法的枠組みを整理し，労働者に対
する過度の拘束や管理体制の不備から生じる弊害
について検討する。本稿では，企業における知的
資本と人的資本のうち，主として労働者が関与し
秘密性が求められる財産的・経済的価値を持つ情
報に焦点を当てる。法律用語や定着した用語例を
除いて，適宜，「従業員」の代わりに，労働者と
いう一般用語を使用することがあり，同様に「競
業」の代わりに，競争または競合という一般用語
を使用することがある。

Ⅱ　アメリカ反トラスト法の展開

１　競業避止義務禁止規則の頓挫

　スキルや知識の流出を制限する最も効果的な方
法は，業界内で人の移動を禁止する引抜禁止・勧
誘禁止協定を共同して締結することである。とこ
ろが，米国では，業界内での共同の転職制限は反
競争効果をもたらす取決めとして競争法違反にな
るという理解が定着している。民主党オバマ政権
下の 2010 年代，司法省は，著名 IT 関連企業間
での専門技術者に対する引抜禁止協定を違法と判
断した。2016 年，司法省と FTC（Federal Trade 
Commission：連邦取引委員会）は，共同で策定し
た人材ガイダンスのなかで，労働者に対する賃金
カルテル，引抜禁止（no-poach）協定や勧誘禁止

（non-solicitation）協定に対する法適用の可能性を
示し，その後，コロナ禍でも同様の扱いとする姿
勢を示した。実際，医療・ヘルスケア分野におけ
る勧誘禁止協定については，共和党第 1 次トラン
プ政権末期の 2021 年 1 月，また，民主党バイデ
ン政権下でも，起訴に至った事例がある 1）。2025
年 1 月，司法省と FTC は，2016 年のガイダンス
を改訂して，「労働者に関する事業活動のための
新たな反トラストガイドライン」を公表し，労働
者獲得競争を行う企業間における報酬やその他の
雇用条件などの競争上重要な情報交換活動ととも
に，起業による退職禁止，違約金支払い要求を含
む競業避止条項（non-compete clause）が反トラス

ト法違反になることを示した 2）。
　バイデン政権下で論争を巻き起こしたのが，
FTC 競業避止義務禁止規則（Non-Compete Clause 
Rule. 以下，「FTC 規則」とする）である 3）。推定
3000 万人（米国人の 5 人に 1 人の割合）の労働者
に対する競業避止契約を問題視し，原則として，
あらゆる分野における競業避止契約の締結・執行
を包括的に禁止するものであった 4）。2024 年 4
月，バイデン大統領が指名したリナ・カーン委員
長のもと，①医療費の削減，②新規事業の形成，
③イノベーションの増加，④労働者の収入増加や
新規ビジネスの立ち上げと労働者の平均所得上昇
という効果が期待されるとして，3 対 2 で採決さ
れた。規則案公表後，適用停止や執行差止を求め
る訴訟が提起され，請求を棄却する連邦地裁の判
断も見られたが，「恣意的かつ濫用的（arbitrary 
and capricious）」な規則制定権（FTC 法 6 条）に
よる立法であるとして執行停止を認める連邦地裁
の判断が下されたことから，FTC は連邦巡回区
控訴裁に控訴していた 5）。ところが，2025 年 1
月，第 2 次トランプ政権誕生とともに，リナ・
カーン委員長とアルバロ・ベドヤ委員が職務から
外された後，委員から昇格したアンドリュー・
ファーガソン新委員長は，前記控訴を取り下げ，
2025 年 9 月 5 日，3 対 1 の採択で FTC 規則の無
効化を可決した 6）。

２　第 2次トランプ政権下における執行方針

　第 2 次共和党トランプ政権の誕生から，競業避
止協定が反トラスト法違反とならなくなったわけ
ではない。FTC 規則採択時から，適用範囲の広
範性と規則制定権の限界を指摘していたアンド
リュー・ファーガソン委員長は，規則撤回の会見
の際，「競業避止契約に対して反トラスト法を積
極的に執行し続ける」と述べて，実際次のような
3 つの対応を執っている。第 1 に，競業避止義務
に対する法適用である 7）。北米全域 1 万 7000 の
動物病院にサービスを提供するペット火葬サービ
ス業を営むゲートウェイは，役職・職務内容を問
わず高報酬幹部から時間給施設作業員までほぼす
べての労働者を対象に，退職後 1 年間全米で同じ
業界で働くことを禁じる競業避止契約を締結して
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いた。FTC は，2025 年 9 月 4 日，同社に対して
当該義務契約の執行停止を命じる同意案を公表
し，11 月 26 日に最終命令を承認した。事前のパ
ブリックコメント資料は，競業避止契約が，労働
者の給与・福利厚生・労働条件の面での個々の労
働者に弊害をもたらすものであるとし，雇用機会
アクセスの遮断と流動性の制限によって，より良
い雇用条件に対する交渉能力を奪取しているこ
と，業界における労働力獲得のための直接的・水
平的競争を排除し新規参入を妨げていること，な
どの弊害を挙げている 8）。命令は，雇用期間中の
過去 12 カ月間に直接接触または個人的にサービ
スを提供した現顧客または見込み客に対する勧誘
禁止については認めており，それ以外の顧客，さ
らに期間経過後は，あらゆる潜在顧客に対する勧
誘は可能であるとしている 9）。
　第 2 に，競業避止契約に関する一般市民を対象
にした情報提供要請である 10）。トランプ大統領
とヴァンス副大統領体制の意向を反映して創設さ
れた省庁横断的な合同タスクフォースの取り組み
として，一般市民からの協力を求めるとしてい
る。報道直後，FTC は大手医療雇用主と人材派
遣会社に対する警告書を送付しているが，その内
容は，看護師，医師，その他の医療専門家に対す
る不当な競業避止義務条項その他の制限条項を含
む雇用契約が適切に調整されるよう，また，法令
遵守の包括的見直しを行うよう要請するもので
あった 11）。第 3 に，タスクフォースが主催する
ワークショップの開催である。欺瞞的，不公正，
かつ反競争的な労働市場慣行の調査と起訴を優先
課題とするタスクフォース「前進―反競争的な
競業避止契約から労働者を保護する」と題する
ワークショップを 2025 年 10 月 8 日に開催予定と
告知していた 12）。以上のように，ファーガソン
体制も，個々の事業分野において転職や独立起業
の機会を奪い，賃金抑制と職業流動性の低下をも
たらす不当な競業避止契約を注視し，競争阻害的
な性質を持つとして FTC 法 5 条（不公正な競争方
法の禁止）違反を問う姿勢を堅持している。もっ
とも，現時点では，どの程度，労働分野に対して
積極的な取り組みを実施するかは定かではない。

３　契約更新コストと州法の展開

　カーン体制とファーガソン体制の決定的な違い
は，コスト負担に対する見解の相違にある。リ
ナ・カーンは，職種や職務内容に関係なく，労働
市場一般における買い手独占力に着目し，「広範
かつ搾取的な慣行」の執行を全面的かつ即時に停
止しようとしていた。とはいえ，労働者に対する
契約内容は，競業避止義務に限らず，営業秘密・
技術情報などに関わる秘密保持義務のほか，顧客
または従業員に対する勧誘禁止もあわせて規定さ
れることが少なくない。FTC 規則における「競
業避止」に関して，最終的に，労働者による求職
や独立起業を「妨げる機能」がある雇用条件と定
義されたが，補足説明では，事実上の競業避止条
項（de facto non-competes clause）を含ませる趣旨
であるとされ，不公正な競争方法に該当する機能
的競業避止義務であるかどうかは，ケースバイ
ケースで判断されるとしている 13）。秘密保持と
の関わりでは，労働者が使用可能な業界関連情報
に対する開示禁止や雇用中の情報・知識の取得制
約に対する懸念を示しているが，裏返せば，非公
開情報やノウハウなど機密性の高い情報に関して
は，引き続き，秘密保持義務を課す必要があり，
既存契約の更新や秘密保持契約の新規締結が求め
られるということである。
　これに対して，アンドリュー・ファーガソンの
主張は，行政立法の裁量権濫用論が主たる内容で
ある。一連の民事訴訟での原告側の主張も同様で
あり，FTC 規則の政策効果を検証判断すること
が直接の法的争点ではない。ただ，例えば，テキ
サス州北部地区連邦地裁における仮差止および本
案での判断過程では，原告と訴訟参加人（米国商
工会議所）による主張内容（知財流出・契約更新コ
スト・投資フリーライド論など）を尊重し，FTC
の政策目標がより低コストで実施可能であって費
用対効果分析の面から，FTC 規則の有効性を問
題視している 14）。米国商工会議所は，かねてか
ら競業避止契約こそが，競争促進的な事業上およ
び個人の重大な利益に資するとし，研究開発投資
保護，労働力育成促進，フリーライド行動削減な
ど，営業秘密訴訟や秘密保持契約などの他の方法
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によっては十分保護できるものではないと主張
し，FTC 規則の適用は，政府による事業活動に
対するマイクロマネジメント，つまり，過剰介入
であるとの批判を展開し続けていた 15）。
　FTC 規則の撤回によって，上級審での主張と
その検証機会は失われてしまった。営業秘密保護
のための契約コストやその有効性に対する評価
は，秘密情報を扱う従業員の数，職務内容，ある
いは，教育投資の多寡などの個々の事情によって
異なり，ケースバイケースでの判断が求められる
ように思われる。請求を認容したテキサス州の請
求権者・原告は，税務会計・ソフト会社という専
門業分野に携わっていたが，他方で，請求を棄却
したペンシルベニア州における請求権者は，造園
業を営む従業員 12 名の中小企業であり，ペンシ
ルベニア州東部地区連邦地裁は，従業員への通知
や見直しから生じるコストは単なる金銭的損失や
事業費用に過ぎないとして，回復不能な損失の立
証・疎明を認めなかった 16）。連邦レベルでの顛
末とは別に，州法において議論が再燃する可能性
もある 17）。例えば，カリフォルニア州のように，
規則に追随する形で，競業避止契約を禁止し遡及
的に無効化し，さらに私訴を明記するような州法
の制定がある。その一方で，対象範囲を限定しよ
り制限的な基準を設けた州もある。例えば，一定
の給与水準以上または未満の者に対してのみ競業
避止契約を禁止する州法もあれば，ニューヨーク
州のように，主としてヘルスケア分野などの特定
分野における競業避止契約の執行範囲を制限する
立法案および立法もある。さらに，フロリダ州に
至っては，逆に，平均年収 2 倍以上の給与所得者
に対する最大 4 年間の競業避止義務を認める州法
が施行されている。所得水準の高低による対象範
囲の違いが見られるが，低所得・中間層の賃金向
上や流動性の確保や，高所得者層の移動の自由の
促進による経営効率性，イノベーションの促進な
ど，各地域の事情や政治的関心を踏まえたルール
形成が錯綜している。依拠するアンケート調査の
信憑性や網羅性，統計データの入手可能性や分析
ツールの信頼性の側面から，確固たる結論が導き
出せるかは，不透明であり，政策効果や制度設計
の是非については，なお検討を要するであろう。

Ⅲ　わが国における情報の配慮

１　独占禁止法

　わが国における競争法の基本法は，独占禁止法
（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）
である。もっとも，これまで人材・労働分野に対
して直接法適用することには消極的であった。独
占禁止法は事業活動や取引を念頭に置いた法であ
ること，FTC 法 5 条のような概括的・一般条項
的規定を現在のところ持っていないこと，労働市
場や雇用関係をめぐる諸問題は労働法による規律
と団体交渉を通じた改善措置が優先されるべきで
あること，また，仮に独占禁止法の適用を認める
解釈論を採用したとして，競争政策を管轄する公
正取引委員会が主導する形で実効性のある公的規
制と判断を下すのは困難を伴う可能性が高いこ
と，などの理由からである。
　しかしながら，人材・労働分野に対して，独占
禁止法が無縁であるとは言い切れない 18）。「取
引」の相手方の解釈にもよるが，労働者などの人
的資源を投入要素（投入物）と見て，例えば，複
数の事業者または事業者団体が，賃金抑制カルテ
ル，引抜・勧誘禁止カルテル，転職制限をもたら
す競業避止義務に係る共同の取決めなどは，不当
な取引制限（独禁法 2 条 6 項）や事業者団体の活
動規制（8 条）を構成する。企業結合審査でも重
要な考慮要因にもなる。典型的には，医療・医薬
分野のように，高度に専門化し最先端技術を扱う
企業間における企業結合事例では，将来における
技術開発競争やイノベーションを判定するにあ
たって，投入物の活動領域を分析し，特許ポート
フォリオ状況と並んで研究者などの研究開発能力

（研究ライン）が構成要素として重視されている 19）。 
また，近年，人的資源や技術の集中化によるイノ
ベーション競争が激しい分野を中心に，事業内容
よりも特定分野における技術，専門知識，経験を
有する人材獲得を目的とした企業買収であるアク
ハイヤー（acquihire）が注目されている。とくに
IT 分野や人工知能開発分野では，巨大企業が，
スタートアップ企業などの技術者や開発チームな
どの一部人材に対するアプローチから個別に雇用



日本労働研究雑誌78

契約を結び，保有する知的財産や重要技術に対す
るライセンス契約を一手に締結するなど，米国の
企業結合審査基準を回避するようなステルス買収
型のリバース・アクハイヤー（reverse acquihire）
などの手法も関心が寄せられつつある 20）。
　将来的な統合化の有無にかかわらず，わが国で
も，社会的相当性を逸脱するような集団的な従業
員の引抜き行為は許されておらず，損害賠償請求
の対象となっている 21）。独占禁止法上も，不公
正な取引方法である競争者に対する不当な取引妨
害（一般指定 14 項）などの適用が考えられる 22）。
公正取引委員会による違反認定されなかったが，
大手通信音楽サービス事業者が行った差別的な価
格設定の背景に，競合他社の従業員に対する大量
かつ一斉の引抜き行為があった事実も不法行為原
因に該当するとして，損害賠償請求を認容した事
件もある 23）。また，在職時の顧客に対する勧誘
行為は，合理的な範囲に止まれば，直ちに違法と
までは言えないが，例えば，転職者が転職先製品
の内容・取引条件を説明するにあたって，不適切
な形で前職商品との比較説明をするなどした場
合，態様によっては，欺まん的顧客誘引（一般指
定 8 項）が成立することもあり得る。

２　秘密保持義務と競業避止義務

　ノウハウ・技術情報，顧客名簿などの営業秘密
は，労力や投資を投じた企業活動の所産であり，
知的財産権と同様，フリーライドを防止し，専有
による収益確保の可能性を保障することで，イノ
ベーションや投資を促す可能性がある 24）。これ
らを保護するには，個々の事業者単位で締結され
る労働者らとの契約に委ねられ，流出・漏洩をし
た者には，契約違反に基づく責任を追及する仕組
みが基本的な予防・問題解決の手段になる。秘密
保持義務であれ競業避止義務であれ，労働者につ
いては，合理的な範囲であれば，特約がなくとも
労働契約に基づく付随義務とされている 25）。広
範かつ曖昧な遵守事項や不要な制約を含んでいる
と，転職活動や独立起業に対して著しい制約を加
えるおそれがある。企業側には，営業情報・技
術・ノウハウなどの流出防止という正当な目的と
ともに，制限内容や範囲については「正当な利

益」を守るため必要最小限の範囲であることが求
められている。退職者についても，信義則上，一
定の範囲内でこれら義務を負うものとされている
が，退職後にも契約の有効性が及ぶかどうか問題
となるほか，転職の自由や役務提供の制限との緊
張関係が生じる。競業避止義務については，その
合理性，制限の内容・期間等の程度のほか，在職
中の地位・責任，競合行為の態様，自由競争から
の逸脱などが総合的に勘案される。また，投資・
教育費用などのコスト負担や投資回収の必要性
や，在職中ないしは退職時における補償の有無や
その内容も参酌される。競業制限が課される地理
的範囲は，全国ないしはグローバル展開する企業
の場合には，全国・世界市場が合理的な範囲とさ
れることもあれば，地域密着型の事業活動の場合
には，比較的狭い経済圏でも合理的な制限である
と判断されることもある 26）。
　それでは，広範かつ過度な制約を課す義務に対
して，独占禁止法を適用する余地は無いのだろう
か。特定の業界で採用決定された定型的な契約書
に基づいて，使用者たる各事業者が，合理的な範
囲とは言えない義務を個々の労働者に課しあって
いるのならば，前述のような共同行為を構成する
可能性がある。そうでない場合でも，不当な取引
条件の設定・実施・変更を規律する優越的地位の
濫用の規定に該当する可能性がある（2 条 9 項 5
号ハ）。具体的な製品役務市場に与える競争制
限・阻害効果の認定とは無関係に，正常な商慣習
に照らして，競争機能が働かないことを奇貨とす
る濫用行為を規制し，取引相手方の自由で自主的
な意思決定を担保しようとしている 27）。規定に
ある「取引」の解釈に関わるが，フリーランスに
ついては，役務提供に係る個人事業者性が認めら
れており，別途フリーランス法が，合理的に必要
な範囲を超えた秘密保持義務・競業避止義務・専
属義務等の一方的な設定について，フリーランス
に対する育成費用回収という視点も考慮しなが
ら，他の発注事業者に対する役務提供機会を失わ
せる点も踏まえつつ，優越的地位の濫用に該当す
る場合があるとしている 28）。もっとも，近時の
民事訴訟でも，例えば，契約当事者の一方当事者
に対する経済活動等に制約を課す競業避止義務条
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項の効力をめぐって，優越的地位の濫用の観点か
ら主張がなされることがあるが，裁判所は，独占
禁止法の検討をすることなく，上述した従来の手
法から契約の効力を判断するに止まっている 29）。
　公正取引委員会が介在しなくても，不公正な取
引方法に該当する行為によって「著しい損害」が
生じるおそれがあるとき，利益を侵害されるおそ
れがある私人が，「その侵害の停止又は予防を請
求」する差止請求権が認められている（独禁法 24
条）。優越的地位の濫用に基づく 24 条訴訟には

「事業者間の公正な競争」を前提であると解釈す
る判決も見られる 30）。しかし，デジタルプラット
フォーム事業拡大に伴って，個人情報を対価とす
る無償サービス提供という取引に着目し，消費者
を「取引」の相手方と解するに至っており，事業
者に限定する解釈が適切であるとは言えない 31）。
もちろん，従来の判断枠組みや判断基準に従って
契約条項の有効性を判定することで適切な問題解
決を図ることができるのであれば，それに越した
ことはない。とはいえ，労働法による法的保護が
及ばない事態に直面している者，多数決原理によ
る団体交渉による恩恵を受けられない者，不合理
は認識しているものの個々人では声を上げにくい
状況にある者によって，海外では競争法を道具と
する私訴を通じて救済が図られ，単なる独善や私
益確保を超えた公益性の確保に繫がっている事実
もある。仮に事業者性に対する無制限の拡張が望
ましくないとしても，公的規制や私訴の形を問わ
ず，労働・役務提供に係る「取引」の解釈につい
ては，より柔軟であってよく，再検討する余地が
あるように思われる。

３　秘密情報に対する規律とエンフォースメント

（1）不正競争防止法
　「事業者間の公正な競争」の確保を主要な法目
的（不競法 1 条）とする不正競争防止法は，営業
秘密保有者から営業秘密を正当に示されていた者
であるか，現職か退職者であるかを問わず，営業
秘密を不正に取得・使用・開示する行為（2 条 1
項 7 号）や，営業秘密侵害品を譲渡・輸出入行為

（2 条 1 項 10 号）を不正競争行為であるとし，差
止請求や損害賠償請求による民事的救済を定めて

いる（3 条・4 条）32）。もっとも，あらゆる秘密が保
護対象となるわけではない。営業秘密と認定され
るには，技術情報・ノウハウ・営業情報，顧客名
簿などの「技術上又は営業上の情報」が，（ⅰ）秘
密として管理されている生産方法，販売方法等で
あって，それが，（ⅱ）有用であり，かつ，（ⅲ）公
然と知られていない非公知である必要がある（2
条 6 項）。秘密管理性の解釈や判断基準について
は，経済産業省策定の営業秘密管理指針が示して
おり，近年の改訂では，「営業秘密保有者の秘密
管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対し
て明確に示され，当該秘密管理意思に対する従業
員等の認識可能性が確保」されていること，すな
わち，従業員等からみて当該アクセス情報が秘密
として扱われていることが分かる程度の措置を保
有企業側が講じているかどうかが重要であるとし
ている 33）。秘密管理意思の認定もまた個別事案
ごとに判断される。秘密管理意思が重要なのは，
営業秘密の場合には，努力・貢献などコストを積
み上げた情報やその集積を保護対象として，自社
のコア領域に対して閉鎖的に権利の独占化を図ろ
うとする点では共通するものの，特許庁への出
願・登録による公開制度と有期の独占権付与を特
徴とする特許制度とは異なり，無期限の権利化を
認める代わりに，自己責任型の自主的な管理方法
に委ねる仕組みを採っているからである。
　民事訴訟の請求権者は，営業上の利益の侵害の
おそれがあるか，または，実際に生じている営業
秘密を保有する事業者（「営業秘密保有者」）に限
定しているが，措置の対象者は，現職の役員・従
業員，退職者のほか，これらの者から秘密情報を
開示された転職先企業などの転得者となってお
り，国籍を問わない。営業秘密保有者から営業秘
密を正当に示されていた従業員等による侵害行為
は，信義則上許されないものであるが，無権限者
の場合とは異なり，図利加害目的（不正の利益を
得る目的で，又はその営業秘密保有者に損害を加え
る目的）を成立要件とし，また，転得者に対して
悪意・無重過失を求めるなど，取引の安全性も考
慮されている。不正な営業秘密取得には該当しな
いとする適用除外規定もあり，「取引によって営
業秘密を取得した」場合がこれに該当するとして
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いるが（19 条 1 項 7 号），合併契約に基づく取得
や他社からの転職者との雇用契約による取得が

「取引」に当てはまるかどうかについては議論が
ある 34）。
　さらに，背信性が認められる場合，刑事告発が
可能である。ごく大雑把に言えば，法は，伝統的
に，物理的な有体物に対する支配性を前提に権利
義務関係を把握している。刑事法も，財産罪など
の犯罪を適用するにあたっては，情報の財物性，
すなわち，管理可能な財産的価値がある「有体
物」を前提としている。つまり，いわゆる財産罪
の成立には，書類や図面，顧客名簿などの記録媒
体や，データを取り込んだ業務用 USB メモリー
などの情報が化体された媒体・物件を要する 35）。
例えば，パソコン上またはクラウド上でデータ
ベース化した名刺・名簿・顧客情報データへの不
正アクセスのうち，他人の識別符号（いわゆるロ
グイン ID やパスワード等）を用いたアクセス権限
がない者による侵入行為を罰するには，不正アク
セス禁止法（不正アクセス行為の禁止等に関する法
律）のように，立法措置が必要とされている 36）。
　平成 15 年不正競争防止法改正は，財産的価値
の保護という個人的法益と，不正なフリーライド
の抑止という社会的法益の双方を保護法益とする
営業秘密侵害罪を創設した。令和 5 年改正による
現行法は，情報の財物性を問わず，営業秘密の不
正な取得・開示・使用行為について，営業秘密保
有者から営業秘密を正当に示されていたどうかに
よって，営業秘密侵害罪を類型化している（21 条
1 項・2 項）。刑事罰について，近年の改正（平成
27 年・令和 5 年）は，国境を超える人の移動とそ
れに伴う技術情報・秘密情報の流出問題を踏ま
え，次のような罰則強化と適用範囲の拡充を図っ
た 37）。第 1 に，営業秘密侵害罪については，民
事訴訟における当事者尋問等の公開停止（13 条）
と同様，憲法が保障する裁判の公開を制限する秘
匿決定の導入によって営業秘密の保護が図られた
ことから（23 条以下），被害者からの告訴を不要
とする非親告罪とした（21 条 7 項）。第 2 に，高
額化した不正利益や報酬などの財産を侵害者の手
元から剝奪する任意的没収・追徴の規定を設けた

（21 条 13 項から 15 項）。第 3 に，行為者（1000 万

円から 2000 万円）と法人（3 億円から 5 億円）に対
する罰金額上限を引き上げるとともに（21 条 1
項，22 条），無権限者による不正取得に起因する
国外使用を目的の取得開示罪と，自己使用罪等に
ついては，海外重罰として罰則を強化し（21 条 4
項・22 条。法人には最大 10 億円），行為者の国籍
を問わずに国外使用に対しても処罰可能となるよ
うにした（21 条 8 項）。
　退職者については，詐取・不正アクセスなどの
不正取得による侵害罪（21 条 1 項）が適用された
り，また，たとえ営業秘密保有者から営業秘密を
正当に示された場合でも，記録媒体等の不法領
得・横領などの使用・開示による侵害罪が（21 条
2 項 2 号）適用されたりすることがある。さらに，
在職中に，任務に背いて営業秘密の開示を相手方
企業に申し込み，または，相手方企業から依頼

（請託）を受けて，退職後に営業秘密を使用・開
示する行為に対して営業秘密侵害罪（21 条 2 項 6
号）が問われることがある。正当に示されていた
者による営業秘密侵害罪については，行為者本人
だけを罰則対象とし，転職先が転職者の受入れを
躊躇させるおそれがあることなどから，法人処罰
の根拠となる両罰規定は置かれなかった。

（2）個人情報保護法と経済安保法
　持ち出された情報が個人情報である場合には，
複写や画像撮影などの形であっても，個人情報保
護法に即した細心の注意が求められるようになっ
ている 38）。特定の個人情報を含む情報の集合体
について体系的に構成し，容易に検索可能とする
個人情報データベース等（個情法 16 条 1 項）か
ら，その構成情報である個人データ（16 条 3 項）
を持ち出す行為は，平成 27 年個人情報保護法改
正が新設した個人情報データベース等提供等罪

（179 条）に該当する。個人情報をめぐっては，不
正競争防止法における営業秘密の公知性を充たす
かどうか疑義が差し挟まれていた 39）。転職元の
名刺管理システムのログイン ID とパスワードを
同業転職先と共有し，実際にアクセスの上，名刺
システム上の情報が閲覧・利用された事案では，
第三者に渡すことを前提とする名刺の記載情報に
対する公知性要件の成立が懸念されたため，2023
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年 9 月，初めて本罪の疑いで元従業員を逮捕した
としている 40）。また，同年 10 月，後日不起訴処
分になったものの，学習塾の元講師が勤務先で管
理していた在校児童の個人データ（氏名，年齢，
生年月日ほか）を私用スマートフォンに入力し，
自らの SNS カウントに掲載していた事案では，
法人としての学習塾も書類送検された 41）。個人
情報保護法に基づく刑事罰を免れても，個人情報
取扱事業者には，例えば，個人データの漏洩・滅
失・毀損を防止するなど，個人データの安全管理
のために必要かつ適切な安全管理措置（23 条）が
求められており，組織的・人的・物理的・技術的
安全管理措置および外的環境の把握などの実施体
制づくりが必要になっている 42）。実際，個人情
報保護委員会は，上記学習塾に対して，組織的安
全管理措置に不備を指摘し，その整備や見直しを
するよう指導するとともに，改善状況の報告を要
求している（147 条・146 条 1 項）。具体的には，
組織体制の整備，漏洩等事案に対応する体制の整
備，並びに取扱状況の把握及び安全管理措置の見
直しを求めている 43）。
　さらに，重要経済安全情報については，2025
年 5 月から施行された経済安保法（重要経済安保
情報保護活用法）によるセキュリティ・クリアラ
ンス制度が注目を集めている。政府が保有・指定
する重要経済安保情報を適合事業者に開示するに
あたって，実際にその情報を直接取り扱う従事者

（適格者）の適格性や信頼性を評価・確認する仕
組みで，所管する行政機関が本人の同意を得た上
で身辺調査（犯罪歴や家族の国籍など）を行う制度
である（経済安保法 12 条）44）。先行する特定秘密
保護法では，主として公務員や公的機関の一部の
職員を対象とするものであったが，民間企業の労
働者にまで拡張されることとなった 45）。適格者
が情報漏洩をした場合，図利加害目的（外国利益
を含む）のもと，財物の窃取や不正アクセス行為
のほか，「その他の重要経済安保情報を保有する
者の管理を害する行為」をした不正取得者の場合

（24 条 1 項）と同じく，5 年以下の拘禁刑若しく
は 500 万円以下の罰金が科され，またはこれらの
併科となる（23 条 1 項）。両罰規定も同様の罰則
として規定されているが（28 条 1 項），適格者の

転職に係る特段の制限規定や罰則はない。10 年
以内に他の適合事業者へ転職する場合には，再度
の適性評価の調査を実施する必要がないと規定し
ており（12 条 7 項），また，内閣府からは適格者
の転職を想定した Q&A も公表されている 46）。
対象情報となるのは，秘匿性の必要性があり（2
条 3 項），国民生活や経済活動に不可欠な社会イ
ンフラの提供体制（電気，ガス，金融，情報通信な
ど），重要物資のサプライチェーン（半導体，蓄電
池，先端電子部品など），それらに関する革新的な
技術（量子コンピュータ，先端半導体，宇宙分野に
おける先端技術）に関する一定の機微情報（3 条 1
項）に限られている。わが国政府，海外政府およ
び海外企業との共同研究などが想定されているな
ど，現在のところ，必ずしも一般企業すべてに直
接的な影響が及ぶものではない。

Ⅳ　情報管理体制の不備による不利益

１　コンプライアンス体制と公益性

　営業秘密や個人情報等に関わる自主的な管理体
制に不備や誤解があるだけではなく，組織的な法
令違反行為や犯罪行為に係る情報に対する取扱い
を間違えると，特定個人や事業者自身，また，社
会公共的な利益を損なう可能性がある 47）。課徴
金減免制度（リニエンシー制度）を例にすると，
カルテル・談合に加わって独占禁止法違反を認定
された事業者は，不当利得の剝奪を基礎としなが
らも制裁的性質を有する課徴金や，犯則事件と
なった場合の罰金刑という金銭的負担に加えて，
損害賠償請求や不当利得返還請求などの法的リス
クも負っている。ところが，公正取引委員会の立
入調査前に証拠を伴って違反行為事実を自首申告
すると，第 1 位の申告者は課徴金を免除され，そ
れ以降の申請者は提出証拠の重要性と調査協力度
に応じて減額される。さらに，第 1 位申告者に対
しては，刑事告発を見送る方針が採られている。
また，平成 28 年刑事訴訟法改正法は，独占禁止
法を含む財政経済関係犯罪に関して合意・協議制
度を新設し，法人を含む被疑者・被告人に対し
て，他人の刑事事件に係る真実の供述や証拠の提
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出などの協力行為と引き換えに，検察官がその者
に対して不起訴，軽い犯罪での起訴や求刑などの
有利な取扱いをすることができるようになった

（刑訴法 350 条の 2 以下）48）。
　減免申請は，金銭的負担を軽減し，法令遵守の
取り組みを対外的に示し，会社財産や企業評価の
維持や向上に資する。ところが，社内部門や従業
員が秘密管理の趣旨や秘密保持義務を誤解してい
たり，社員教育や社内リニエンシーなどの体制が
十分に機能していなかったりすると，違反行為者
間における申告競争に競り負け，申請機会を逸す
る可能性がある。もし，社内通報を経ないで，カ
ルテル・談合に係る関与情報等を持つ従業員が，
公正取引委員会に直接通報した場合，どうなるだ
ろうか。減免申請の適格者は事業者であることか
ら，証拠を持つ従業員が公正取引委員会に直接申
請したとしても，それだけでは減免は認められな
い 49）。他社からの申請に競り負け，あるいは，
公正取引委員会による事件端緒情報となって立入
検査の契機になってしまい，免除機会を失う可能
性すらある 50）。この点，公益通報制度との関係
性も問われそうである 51）。公益通報者保護法は，
不正の目的からではなく，役務提供先である事業
者等の不正行為を通報する労働者・退職者らが不
利益な取扱いを受けることがないように保護する
ことを目的とし，通報先としては，まずは事業者
内部における内部公益通報（1 号通報），次に，権
限を有する行政機関への公益通報（2 号通報），最
後に，報道機関や消費者団体などその他外部通報

（3 号通報）を想定している（通報者保護法 3 条）。
　就業規則違反や内規違反を免除する社内リニエ
ンシー制度や社内通報制度が完備していなかった
り，コミュニケーションや教育が不十分であった
りする場合に限らず，すでに信頼関係が破綻し，
あるいは，自浄作用を期待できずに不満を持って
いる従業員や退職者がいる場合には，2 号通報や
3 号通報による公益通報が十分に考えられる。公
益通報の保護対象者は，自社の労働者・退職者ら
に限らず，通報日から 1 年以内に当該事業者との
間で請負契約等の事業に従事していた取引先事業
者の労働者・退職者らも含まれる（2 条 1 項）。こ
れらの者が，不正の目的からではなく，報道機関

などに対する 3 号通報をし，組織的な違法行為な
いしは犯罪行為を内容とする真実性に疑いを含ま
ない通報内容であるならば，通報行為，そして，
それに付随する証拠アクセスや提出については，
公益通報制度の趣旨や意義を尊重し，直ちに守秘
義務違反を問われるべきではない。ただし，通報
事実や報道事実，そして，それら事実を支える根
拠資料などに，営業秘密が含まれる場合には，報
道の自由とのバランス問題のほか，不正競争防止
法違反や契約義務違反との調整問題が生じること
になる 52）。

２　風説流布による取引妨害

　退職者から提供された情報に基づいて，転職先
企業が，虚偽事実や合理的根拠のない風説を流布
する場合や，仮に真実を含んでいても公益性に乏
しい情報を流布した場合はどうなるだろうか 53）。
より精巧で信憑性がありそうな虚偽情報や攪乱情
報は，外部の者が知り得ない真実の情報を部分的
にあるいは周辺部に織り込むことで有効に機能
し，そして拡散する。事実とも憶測とも取れる醜
聞の類いなどのネガティブ情報は，競争相手の地
位や信頼を貶め競争条件を不利にし，自らの競争
上・営業上の立場を優位にさせる。もっとも，醜
聞は，事業者間の公正競争の促進という法目的か
ら見て，不正競争防止法上の秘密情報には馴染ま
ず，同法による民事的救済は認められにくい 54）。
しかしながら，営業上の信用を害する虚偽事実の
告知や流布には，不正競争防止法における信用毀
損行為・営業誹謗行為として対処することができ
る（不競法 2 条 1 項 21 号）55）。ただし，発信者側
と競争関係に立っていること，また，告知等の内
容が客観的真実に該当しない虚偽事実であること
を要する。後者の判断については，通常人の見聞
の程度を基準に，個別具体的な事案に即しなが
ら，告知文章等に接した者が真実とは異なる誤解
をするかどうかで決せられる 56）。
　競争者間における風説流布による妨害行為は，
独占禁止法違反を構成することもある。有力な通
信カラオケ機器メーカーが，定番楽曲の競合他社
への使用許諾更新を関連会社に拒絶させるように
し，卸売業者らを通じて取引先カラオケ店に対し
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て当該楽曲が競合他社の機器には搭載されなくな
る旨を告知した行為について，更新拒絶と相俟っ
て，不公正な取引方法における競争者に対する取
引妨害（一般指定 14 項）と認定した事例がある 57）。
審判では，本件告知に関して，不正競争防止法と
同様，告知内容の虚偽性を要するとの主張が展開
されたが，審決は，双方は，類似した制度ではあ
るものの，法律の目的・趣旨も異なっており，条
文に規定されていない要件は不要であると判断し
ている。また，ドライアイスの加工製品等をめぐ
る委託会社との間での競業避止義務違反が発生し
たとする虚偽告知について，実際にはそのような
義務違反は認定されず，よって真実とは異なる誹
謗中傷にあたるとして，競争者に対する不当な取
引妨害を理由とする差止請求の仮処分を委託会社
に対して認めた事例もある 58）。

Ⅴ　結びに代えて

　本稿は，米国の競業避止義務禁止規則をめぐる
動向を参照しつつ，わが国における秘密情報の保
護や管理に関わる規律とエンフォースメントを横
断的に概観し，競争秩序維持法の視点から，情報
管理体制の不備や誤解から生じる弊害について検
討してきた。大企業のみならず，中小企業やス
タートアップ企業なども，法令遵守や管理体制に
ついては大きな関心を寄せている。人的・時間的
リソースが限られているなか，各法におけるルー
ルや遵守事項が多岐にわたっている。百花繚乱的
な俯瞰に止まったものの，見取り図を提示した本
稿に幾分かの意義を見出すことができるかもしれ
ない。海外では，競争法の観点から競業避止義務
禁止立法の動きが盛んであるが，わが国では，事
業者性や取引に対する解釈論とも相俟って，労働
市場に対する独占禁止法適用の是非についてはな
お議論を要することであろう。とりわけ，労働法
と競争法，関係諸法までもが交錯する分野であっ
て，労働者の転職の自由という基本的人権と企業
価値の拡大という個人と組織の利益に対するバラ
ンス問題だけではなく，買い手独占力による賃金
抑制，情報の独占化とイノベーションの促進など
の消費者厚生や社会的厚生といった公益とのバラ

ンス問題まで問われている。わが国に限らず，競
業避止条項を規律する違法性判断基準の明確化や
是正措置の内容などの制度設計，さらには，政策
効果の検証については，なお大きな課題である。
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の取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え
方」（令 1・12・17 公表，令 4・4・1 改正）参照。

32）不正競争防止法の記述については，経済産業省知的財産政
策室（編集）『逐条解説 不正競争防止法［第 3 版］』（商事法
務・2024 年），髙部眞規子『実務詳説不正競争訴訟［第 2 版］』

（金融財政事情研究会・2025 年）参照。また，実務家の視点に
よるものとして，片山英二・服部誠・安倍嘉一・蔦大輔『企業
情報管理実務マニュアル―漏えい・事故リスク対応の実務
と書式［第 2 版］』（民事法研究会・2025 年），ビジネス法務
2026 年 1 月号「特集 2：営業秘密管理の最新実務―基本か
ら海外動向まで」（中央経済社・2025 年）ほか参照。

33）経済産業省「営業秘密管理指針」（平 15・1・30，最終改訂
令 7・3・31）。

34）茶園成樹『不正競争防止法［第 2 版］』（有斐閣・2019 年）90
頁，小倉秀夫・高瀬亜富・金井重彦・山口三惠子（編集・著）

『新版 不正競争防止法コンメンタール』（第一法規株式会社・
2025 年）828 頁［高瀬亜富］。

35）新薬産業スパイ事件・東京地判昭 59・6・28 判時 1126 号
6 頁。

36）不正アクセス罪（2 条 4 項 1 号，11 条）につき，鎮目征樹・
西貝吉晃・北條孝佳（編集）荒木泰貴・遠藤聡太・蔦大輔・津
田麻紀子（著）『情報刑法 I―サイバーセキュリティ関連犯
罪』第 4 章第 1 節～第 3 節（弘文堂・2022 年）98 頁［西貝吉
晃］参照。従業員に成り済まして他人の ID を取得したり，元
同僚らのパスワードを使ったりするなどして，情報システム等
にアクセスし顧客名簿等の情報を引き出すケースが考えられる。

37）経済産業省知的財産政策室・前掲注 32）参照。
38）個情法 2 条 1 項は，生存する個人に関する情報であって，

氏名，生年月日その他の記述等から特定個人を識別可能なも
の，または，個人識別符号が含まれるものを個人情報と定義す
る。なお，個人データの利活用による公益性の増大とプライバ
シー保護との緊張関係については重要な課題であるが，本稿で
は扱わない。

39）2014 年に派遣社員が情報データベースの複写を名簿業者に
転売した行為に対して，不正競争防止法違反を問おうとした事
件が契機になっている。宇賀克也『新・個人情報保護法の逐条
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　さいとう・たかひろ　南山大学法学部教授。最近の主な
論文に「労働市場における競争政策と競争法の展開―欧
米競争法における法執行と改正法案の動向」公正取引 849
号 33 頁（2021 年）。経済法・競争政策専攻。

解説』（有斐閣・2021 年）864 頁。
40）2023 年 9 月 16 日付日本経済新聞。建築関係人材派遣会社が

保有する名刺データの提供をめぐる事件である。
41）2023 年 12 月 19 日付読売新聞。
42）個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律につい

てのガイドライン（通則編）」（平 28・11 公表，令 7・6 一部
改正）。

43）　個人情報保護委員会「株式会社四谷大塚に対する個人情報
の保護に関する法律に基づく行政上の対応について」（令 6・
2・29 公表）。

44）内閣府 Web ページ「経済安全保障：重要経済安保情報保護
活用法」掲載の各資料参照（https://www.cao.go.jp/keizai_
anzen_hosho/hogokatsuyou/hogokatsuyou.html）。

45）防衛・外交・特定有害活動の防止・テロリズムの防止の 4
分野に関わる特定秘密の保護を目的とする。情報漏洩の可能性
とともに，プライバシー問題の懸念を指摘するものとして，青
井未帆・斉藤豊治・清水勉・田島泰彦・晴山一穂・三宅弘・村
井敏邦『逐条解説 特定秘密保護法』（日本評論社・2015 年）
135 頁［青井未帆・清水勉］ほか参照。

46）内閣府政策統括官「適性評価に関する Q&A（第 1 版）」（令
7・5・2 公表）3 頁。過度の転職防止は好ましくないとする趣
旨の見解もある。2004 年 6 月 4 日付東京新聞（玉井克哉東京
大学教授に対するインタビュー記事）。

47）山内洋嗣「近時のコンプライアンス関連法制の改正及びそ
の実務運用への影響―公益通報者保護法改正，日本版司法
取引の導入，課徴金制度改正を題材に」ジュリスト 1568 号

（2022 年）37 頁は，実務家の視点から本稿が扱う制度改正の
影響とコンプライアンスのあり方を論じる。

48）田口守一『刑事訴訟法［第 7 版］』（弘文堂・2017 年）172
頁，吉田雅之『一問一答 平成 28 年刑事訴訟法等改正』（商事
法務・2018 年）56 頁参照。中里浩「独占禁止法における課徴
金減免制度と刑事罰の関係―刑事合意制度との比較の視点
から」現代法学 47 巻（2024 年）35 頁は，合意・協議制度と
課徴金制度の異同および補完性を検討する。なお，合意制度の
第 1 号事件（東京地判令 1・9・13 刑集 76 巻 4 号 567 頁）は，
海外公務員贈賄罪に対する不正競争防止法違反事件であり，ま
た，2025 年 8 月 14 日付朝日新聞によれば，第 6 号事件は，官
製談合事件に適用された模様である。

49）代表者名義のもと，証拠等を伴う形で書類を作成し申請され
ることが，減免要件になっている。ただし，立入り調査後の調
査協力による減額が認められることがある。公正取引委員会
Web ページ「課徴金減免制度について」（https://www.jftc.
go.jp/dk/seido/genmen/genmen_2.html）参照。

50）申請競争に依らない課徴金の減免機会もある。平成 26 年改

正で不当表示に対する課徴金制度を導入した景品表示法 8 条
は，「相当の注意を行った者」と認められない場合に限って課
徴金納付を課すとして，適正表示を担うべき事業者におけるコ
ンプライアンス体制の確立と実効性の確保を賦課要件とする制
度設計をしている。

51）消費者庁参事官（公益通報・協働担当）室（編集）『逐条解
説 公益通報者保護法［第 2 版］』（商事法務・2023 年）。企業
における公益通報者保護制度の課題については，田中亘『企業
法学の方法』（東京大学出版会・2024 年）361 頁参照。

52）報道によれば，東京地裁は，元従業員が営業秘密（社内の
稟議書等）を雑誌記者に提供したことにつき「正当な権限なく
資料を持ち出し」たとして元従業員に約 270 万円の賠償を命
じたが，報道目的から稟議書を掲載した出版者らに対する請求
は認めなかった。ニデック「東洋経済新報社，元従業員他への
民事訴訟提起等に関するお知らせ」プレスリリース（2023 年
6 月 28 日），2025 年 11 月 25 日付中日新聞。本事件の詳細は
不明であるが，一般的には，公益性の内容，使用・開示範囲・
種類，収集の態様，意図・目的などから，ケースバイケースで
判断することになろう。

53）従業員・退職者らに限らないが，法人を含む人に関して，
公然とその社会的評価を害する程度の事実を摘示して人の名誉
を毀損すると名誉毀損罪（刑法 230 条）が，また，事実の摘
示をしないでも公然と人の社会的評価を害すれば侮辱罪（231
条）が成立する可能性がある。虚偽の風説流布による営業上の
信用毀損には，信用毀損罪ないしは偽計信用毀損罪（233 条前
段）が成立することもある。

54）髙部・前掲注 25）228 頁。
55）営業誹謗行為に対する不正競争防止法と独占禁止法におけ

る関係性については，和久井理子「営業誹謗行為と独占禁止
法」根岸哲先生古稀祝賀『競争法の理論と課題』（有斐閣・
2013 年）307 頁参照。

56）髙部・前掲注 25）279 頁。
57）第一興商事件・公取委平 21・2・16 審決集 55 巻 500 頁。
58）ドライアイス仮処分事件・東京地決判平 23・3・30 判例集

未搭載。渡辺・前掲注 27）103 頁は本件本案に対する判例評
釈であるが，本件競業避止義務契約が優越的地位の濫用にあた
らないとする判旨を批判的に検討する。


